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附 則

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１４年６月４日から施行する。ただし、この規定に

よる変更後の１－２については、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 平成14年３月31日以前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき事業

報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法に関しては、なお従前

の例による。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会に業務報告書、貸借対

照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法に関する省令の一部を改正する省令（平

成１３年農林水産省令第２９号）附則第２条ただし書の規定を適用している場合に

は、この規定による変更後の「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合

中央会及び農事組合法人の指導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを除

く。）に当たっての留意事項について」（事務ガイドライン）の規定を適用する。

附 則〔平成15年３月31日14経営第7390号〕

（施行日）



第１条 この規定による変更は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 平成15年３月31日以前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき事業

報告書、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、部門別損益計算書及び業務報告書

については、なお従前の例による。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会

に業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法に関する省令の

一部を改正する省令（平成１５年農林水産省令第１７号）附則第２条ただし書の規

定を適用している場合には、この規定による変更後の「農業協同組合、農業協同組

合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等（信用事業及び共済

事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事項について」（事務ガイドライ

ン）の規定を適用する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１５年９月２日から施行する。

（経過措置）

第２条 この規定による変更後の「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中

央会及び農事組合法人の指導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを除

く。）に当たっての留意事項について」（事務ガイドライン）の規定は、平成16年

３月31日以後に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表及び部門別損益計算

書並びに連結貸借対照表（以下「貸借対照表等」という。）について適用し、同日

前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表等については、なお従前の例に

よる。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の業務報告書、貸借対照表、

損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令の一部を改正する省令（平成15

年農林水産省令第84号）附則第２条ただし書の規定を適用している場合、又は、農

業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する命令

（平成15年内閣府・農林水産省令第７号）附則第２条ただし書の規定を適用してい

る場合には、この規定による変更後の「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業

協同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等（信用事業及び共済事業のみに係る

ものを除く。）に当たっての留意事項について」（事務ガイドライン）の規定を適

用する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１５年１０月１日から施行する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１５年１２月１１日から施行する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１６年１０月１９日から施行する。

（施行日）



第１条 この規定による変更は、平成１７年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この規定による変更後の農業協同組合法第１０条第１項第３号の事業を行う農業

協同組合が農業協同組合法第５４条の２の規定に基づき作成する業務報告書に係る規定

は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始

した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１７年１０月２４日から施行する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１８年３月１５日から施行する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１８年７月２０日から施行する。

（経過措置）

第２条 この規定による変更後の別紙様式２－２及び別紙様式２－３については、平成

１９年３月３１日以後に終了する事業年度に係る書類について適用する。

２ この規定による変更後の別紙様式１２－１及び別紙様式１３－１については、平成

１９年７月末及び８月末以後の提出資料について適用する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成１８年９月２０日から施行する。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成１８年１２月１８日から施行する。

（非常勤役員の扱いについての特例）

第２条 この通知の変更による指導に基づく農協の非常勤の女性役員枠の設置について

は、短期的に女性役員の登用を促進する観点から、次の各号の要件のすべてを満たす場

合には、平成２４年度に開催される通常総会までに限り、１－１－３（３）の①の規定

は適用しないものとする。

一 当該農協において、男女共同参画に関する数値目標（正組合員に占める女性の割合、

総代に占める女性の割合及び役員における女性役員数等）及びその達成のための具体

策を策定していること。

二 当該農協の理事会の開催頻度及び役員の出席率が低下しないこと。

三 女性役員枠の設置による役員の定数変更に係る定款変更であることを総会等におい

て明示するとともに、定款変更理由で明記すること。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成１９年１月２５日から施行する。



（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成１９年４月１日から施行する。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成２０年３月２５日から施行する。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成２０年６月１３日から施行する。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成２０年１２月３日から施行する。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成２１年３月３１日から施行する。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、平成２１年７月１０日から施行する。ただし、この規定

による変更後の０－８については、個人情報ガイドライン（農林水産省版）の改正の施

行日より適用することとし、当該ガイドラインの改正の施行日前に、組合が、個人情報

の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関する

ガイドライン（平成16年農林水産省告示第2013号）第25条第３項の規定により報告を要

する個人情報の漏えい等の事実を把握した場合には、なお従前の例による。

（施行日）

第１条 この通知による変更は、農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第57号）

の施行の日（平成２１年１２月１５日）から施行する。

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成２２年３月３１日から施行する。ただし、この規定

による変更後の４－３（５）、６－１及び６－２－１については、平成２２年４月１日

から施行する。

（経過措置）

第２条 この規定による変更後の４－１－１については、平成２１年４月１日以後に開始

する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類につい

ては、なお従前の例による。
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６ 合併

６－１ 合併後の組合の事業経営に関する計画の樹立・・・・・・・・・・・・・５０

６－１－１ 事業計画書の記載事項

６－１－２ 留意事項

６－２ 申請及び認可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

６－２－１ 申請書類

６－２－２ 審査要領

６－２－３ 留意事項



７ 農事組合法人

７－１ 指導監督に当たっての留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５

７－２ 法令違反の農事組合法人に対する指導監督・・・・・・・・・・・・・・５６

７－３ 休眠法人への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

別添１ 連絡文書集

別添２ 別紙様式・記載例・定款例集

別添３ 標準処理期間

（注）本事務ガイドラインの略語

①農業協同組合法（昭和22年法律第132号）＝法

②農業協同組合法施行令（昭和37年政令第271号）＝施行令

③農業協同組合法施行規則（平成17年農林水産省令第27号）＝施行規則

④農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令（平成５年大蔵省・農

林水産省令第１号）＝信用事業命令

⑤系統金融機関向けの総合的な監督指針（平成17年４月１日付け金監第806号・16経営第

8903号金融庁監督局長・農林水産省経営局長通知）＝系統金融機関向け監督指針

⑥共済事業向けの総合的な監督指針（平成18年３月31日付け17経営第7481号経営局長通

知）＝共済事業向け監督指針

⑦農林水産分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成21年農林水産省告示

第924号）＝個人情報ガイドライン（農林水産省版）

⑧農業協同組合及び農業協同組合連合会＝組合
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